
 案 内 図  

・東急池上線洗足池駅改札を出て、正面の大きな通り（中原街道）を背にして池 

上線のガードをくぐります。直後に右折し、坂を下ります。桜並木に沿って１０ 

分ほど歩くと、右手に見える３階建ての建物が城南分園です。 

 各階配置図          城南分園の基本理念  

 

東京都立北療育医療センター城南分園 

    〒145-0065 東京都大田区東雪谷 4-5-10 

     TEL 03-3727-0521   FAX 03-3726-7816    

 

３階 

プール、倉庫 

２階 

保育室、理学療法室、作業療

法室、言語指導室、心理指導

室、調理室、保護者控室 

１階 

外来診察室、レントゲン室、

通所デイルーム、受付、園長

室、職員執務室、集会室 

地下１階 

会議室、更衣室、倉庫、機械

室、ドライエリア、工作室 
 

  

１ 障害児・者の生命を尊重し、最善の医療と

療育の提供に努めます。 

２ 障害児・者が全ての人権及び基本的自由

を完全に享有して、いきいきと安心な生活

が送れるように、社会参加を積極的に支援

します。 

３ 障害児・者の人権、意思、生活、要望を尊

重し、本人の尊厳や利益が損なわれないよ

うに、利用者の立場をよく理解します。 

４ 障害児・者の意思や行動を柔軟に受けと

め、共感し、共に向上できる職員であること

に努めます。 

５ 障害児・者の家族の良き相談相手になる

とともに、良き協力者になります。 

 

 

 

 

洗足池 

（令和７年４月発行）                        ▲ウェブサイトはこちら 
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１ 城南分園の概要 

 城南分園は、心身障害児・者の診療、療育を行う施設で、昭和４４年６月に開設されました。医

療法に基づく診療所、児童福祉法に基づく児童発達支援センター、障害者総合支援法に基づく生

活介護事業の機能を備えています。また、地域に開かれた施設として屋内プールや入浴設備を開

放しています。 

○敷地面積 ４９７５．３１㎡ 

○職員定数 ３6名 

園長（医師）、次長 

庶務担当 ３ 事務 

  医療担当 10 理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、心理、福祉、栄養士、調理

師 

  通園担当 11 看護師、福祉  

  通所担当 9  看護師、福祉、理学療法士 

  医  師 1 

 ＜プール＞ 

 

 

２ 外来診療 

  「首がすわらない」「歩かない」など運動発達の心配があるお子さまや、「目があわない」「こ

とばが遅い」などのコミュニケーション面の発達に心配があるお子さまに対して、診察、リハ

ビリテーション、療育に関する相談等を行っています。必要のある方に対しては車椅子や下肢

装具などの作成も行っています。 

(1) 診 療 科 小児科、小児精神科、整形外科 

(2) 検  査 脳波検査、レントゲン検査 

(3) 個別指導 理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語聴覚療法(ST)、心理指導、摂食指導等 

＜外来診療＞           ＜理学療法＞           ＜心理個別指導＞ 

 

  

 

 

 

 

＜言語聴覚療法＞         ＜作業療法室Ⅰ＞        ＜作業療法室Ⅱ＞ 

 

 

 

 

 

３ 児童発達支援センター（通園） 

  運動発達や身体に不自由のある未就学のお子さまの心身の成長、発達を促すことを目的とし

て親子通園を実施しています。              

(1) 対 象 児 都内在住の未就学のお子さま 

(2) 内  容 保育・生活指導、個別指導（理学療法、作業療法、言語聴覚療法、心理） 

摂食指導、診察等 

(3) 保育時間  月曜から金曜日までの１０時頃から１５時頃まで 

 

４ 保育所等訪問支援事業 

  肢体不自由のあるお子様が通う保育所等で適応した集団生活が過ごせるよう、当園から訪問

支援員等がその施設を訪問し、専門的な視点からアドバイス等を行います。 

 

5 生活介護（通所） 

  在宅の重症心身障害者が、家族とともに住み慣れた地域社会の中でより豊かな生活を送るこ

とを支援しています。 

(1) 対 象 者 都内在住の満 18歳以上の在宅心身障害者 

(2) 内  容 健康管理、生活援助（食事、入浴、排泄）、日中活動（造形活動、ゲーム、 

感覚遊び、園芸、音楽、プール等）、外出行事、季節行事、機能訓練 

  (3) 活動時間 月曜から金曜日までの１０時頃から１５時頃まで 

 

 

     ＜通所玄関＞         ＜デイルーム＞          ＜浴 室＞ 

   

＜感触遊び＞           ＜音楽療法＞           ＜運動遊び＞ 

 


